
 【ポイント】 
１ 男女雇用機会均等法の相談状況 

◆  相談件数は 232 件。うち、労働者からの相談は 95 件(40.9％)。 
(均等法施行状況の図１) 
○ 内容をみると、セクシュアルハラスメントに関するものが 90 件と約 4 割を占め、 
また、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関するものは 41 件(17.7％)となって 
いる。(均等法施行状況の図２) 

○ 平成 24 年度以降、相談件数が減少している中で、妊娠・出産等を理由とする不利益 
取扱いに関するものが増加している。(均等法施行状況の表１) 

  ２ 育児・介護休業法の相談状況 
◆  相談件数は 638 件。育児休業に関するものが 446 件、介護休業に関するものが 192 件。 

(育児・介護休業法施行状況の図１) 
○ 事業主からの相談が 438 件と約 7 割を占める。(育児・介護休業法施行状況の図２) 
○ 労働者からの相談内容は、育児休業制度に関するものが増加している。 

(育児・介護休業法施行状況の図３) 
  ３ 労働局長による紛争解決の援助の状況 

◆  申立件数は５件。うち、２件は妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いと育児休業取得 

を理由とする不利益取扱いの複合事案。(均等法施行状況の表２) 
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  6 月は「第 30回男女雇用機会均等月間」です!!(裏面参照) 

   依然として、妊娠・出産などを理由とする解雇・雇止めなどの不利益取扱いに関する相談が多く、

本月間は、『職場のマタハラでつらい思い、していませんか？～「妊娠したら解雇」は違法です。雇用

均等室にご相談下さい!～』をテーマとして実施します。 愛媛労働局雇用均等室では、労働者からの

相談に適切に対応するとともに、事業主に対し法の周知徹底を図ることとしています。 
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(添付資料) 

○ 働きながらお母さんになるあなたへ 職場でつらい思い、していませんか？(リーフ№７) 

第 30回男女雇用機会均等月間について 

厚生労働省では、昭和61年から男女雇用

機会均等法が公布された6月を「男女雇用機

会均等月間」と定め、職場における男女均等

取扱いについて社会一般の認識と理解を深

めています。 

 第 30回に当たる本年は、『職場のマタハラ

でつらい思い、していませんか？～「妊娠し

たら解雇」は違法です。雇用均等室にご相談

下さい！～』を月間のテーマと定めました。 

 男女雇用機会均等法では、事業主が、女性

の妊娠・出産等を理由に解雇、雇止め、降格

などの不利益を行なうことを禁止していま

す。 

 男女雇用機会均等法のより一層の周知徹

底に取り組むこととしています。 
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１ 男女雇用機会均等法施行状況 

 

表１ 相談内容の内訳の推移 
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表２ 労働局長による紛争解決援助             

妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い
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表３ 行政指導 

助言内容 件数 構成比

募集・採用 3 1.6%

配置・昇進・降格、配置転換、定年・退職・解雇 1 0.5%

間接差別 0 0.0%

0 0.0%

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い 0 0.0%

セクシュアルハラスメント 122 64.9%

                    合計 188 100.0%

母性健康管理 62 33.0%

その他
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２ 育児・介護休業法施行状況 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

表１ 行政指導 
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図１ 相談件数の推移 

図３ 育児休業関係の労働者からの相談内容件数 
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３ パートタイム労働法施行状況 

 

 

表１ 行政指導 

助言内容 件数 構成比

労働条件の文書交付等 63 22.3%

就業規則の作成手続 48 17.0%

差別的取扱いの禁止 0 0.0%

賃金の均衡待遇 2 0.7%

教育訓練 1 0.4%

福利厚生施設 0 0.0%

通常の労働者への転換 95 33.6%

待遇に関する説明 0 0.0%

短時間雇用管理者の選任 67 23.7%

その他（指針等） 7 2.5%

合計 283 100.0%
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